
 
 

 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日 

国 土 交 通 省 北 海 道 運 輸 局 

 

 

 

 

国土交通省北海道運輸局では、令和４年４月２３日に発生した有限会社知床遊覧船の事故を

受け、同社に対し、令和４年４月２４日から特別監査を実施しました。 

その結果、海上運送法の規定に違反する事実を確認しました。 

つきましては、別紙のとおり令和４年６月１６日付けで海上運送法第２３条において準用する第

１６条の規定に基づき、旅客不定期航路事業許可の取消処分を行いましたのでお知らせいたし

ます。 

 
 

 

 

  （添付資料） 

 

別紙１  旅客不定期航路事業の許可の取消通知書 

 

別紙２  有限会社 知床遊覧船に対する特別監査の結果 
 

別紙３  同封文書 

  
 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

国土交通省北海道運輸局 

（処分関係）海事振興部旅客・船舶産業課 林、後藤 

TEL：０１１－２９０－１０１１（直通） 

（監査関係）海上安全環境部運航労務監理官 法月、坂倉 

TEL：０１１－２９０－２７７３（直通） 

 

 

有限会社知床遊覧船に対する事業許可の取消処分について 

　　　参考資料
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                                                               北 海 旅 第 ５０ 号 
 
 

旅客不定期航路事業の許可の取消通知書 
 
 
                        有限会社知床遊覧船 
                         代表取締役 桂田 精一 殿 
 
  貴社経営の旅客不定期航路事業の運営について監査を実施したところ、下記のとおり海上
運送法第５０条第６号等の規定に違反する事実が確認されたことから、同法第２３条におい
て準用する第１６条の規定に基づき、令和４年６月１６日をもって旅客不定期航路事業の許
可を取り消す。 
 なお、同日以降に旅客不定期航路事業を経営している事実が認められた場合には、海上運
送法第２１条第１項に違反する無許可経営として、同法第２４条の規定による報告の徴収及
び同法第２５条第１項の規定による立入検査を行うこと並びに警察機関に告発する等の措置
を講ずることがあるので了知されたい。  
 また、本処分により、海上運送法第２１条第２項において準用する第５条の規定による欠
格事項に該当する者は、取消しの日から２年を経過するまで、同法第２１条の許可を受ける
ことができないこととなるので併せて了知されたい。 

 
記 

 
  違反事実 
 
    別紙のとおり 
 
 
  令和４年６月１６日 
 
                    北海道運輸局長 岩城 宏幸 
 
 

 

 

（行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示） 

 

 この処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して３月以内に書面で国土交通大臣に対し審査請求をすることができま
す。 
 また、行政事件訴訟法に基づき、不服申し立ての手続を経ずに、処分があったことを知っ
た日から６ヶ月以内に国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、
訴訟においては国を代表する者は法務大臣になります。（処分があったことを知った日から
６ヶ月以内であっても、処分の日から１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起す
ることができなくなります。） 

 

別紙１ 



 

                                   別紙 

違反事実 

 

○海上運送法   

違 反 事 実 違反条項 

会社は、届出をした安全管理規程によらず事業を実施していた。

（安全管理規程違反） 

海上運送法 

第 50 条第６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

※安全管理規程違反の内容 

社長が、船舶の輸送の安全確保のための主体的関与を行わ

ず、安全方針や安全重点施策の見直しや周知も含め、安全マ

ネジメント態勢が適切に運営されていなかった。 

安全管理規程  

第４条～第７条 

会社は、社長が運航管理者の資格要件である「船舶の運航の

管理に関し３年以上の実務の経験を有する者」に該当しない

にも関わらず、社長を運航管理者に選任した。 

安全管理規程 

第 10 条 

運航管理者は、運航管理者不在中の運航管理者代行を指名し

ていなかった。 

安全管理規程  

第 13 条 

運航管理者は、事故当日の運航において、運航中に営業所へ

の常駐義務を果たさず、運航管理補助者も不在という状態で

あった。 

安全管理規程  

第 15 条第１項 

運航管理補助者は、事故当日の運航において、船舶の運航中、

営業所に不在であった。 

安全管理規程  

第 16 条  

安全統括管理者は、安全マネジメント態勢に必要な手順及び

方法の確立・維持等に係る職務を果たしていなかった。 

安全管理規程  

第 17 条 

運航管理者は、安全管理規程の遵守の確実な実施に必要な職

務を果たしていなかった。 

(選任されていた運航管理者は、運航管理の実務の経験がほ

とんどなく、一定の知識・経験を要する運航管理者としての

職務を適切に遂行していなかった。) 

（運航基準で定めた連絡方法に不備があるにも関わらず、運

航管理者は本船の発航を認めた。） 

安全管理規程  

第 18 条 

 

 

 

運航基準 

第 12 条 

船長は、事故当日の運航において、気象・海象が一定の条件

に達するおそれがあると認める状況であるにも関わらず、運

航中止の措置を執らなかった。 

（船長は、発航前に航行中に遭遇する気象・海象が風速８m

以上、波高１m 以上に達するおそれがあるにも関わらず、発

航を中止しなかった。） 

安全管理規程  

第 24 条 

 

運航基準  

第２条第２項 



 

 
運航管理者は、事故当日の運航において、運航基準により運

航中止を判断すべきであったにも関わらず、中止の判断を怠

り、その指示をしていなかった。 

安全管理規程  

第 18 条、第 25 条 

運航基準 

第２条、第３条 

事故当日の運航において、運航管理者及び船長が行うべき運

航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等が記録され

ていなかった。 

安全管理規程  

第 28 条 

運航基準 

第４条の２ 

運航管理者は、事故当日の運航において、気象・海象に関す

る情報等運航に必要な情報を船長に連絡していなかった。 

安全管理規程  

第 29 条 

船長は、事故当日の運航において、運航基準に定められた地

点に達したこと等の連絡を行っていなかった。 

（船長は、運航管理者あてに基準航路上の地点通過時の連絡

を行っていなかった。） 

安全管理規程  

第 30 条 

運航基準  

第 10 条 

運航管理者は、船舶の検査結果を確認していなかった。 
安全管理規程  

第 38 条 

運航管理者は、事故当日の運航において、陸上施設点検簿に

陸上施設の点検結果を記録していなかった。 

安全管理規程  

第 40 条 

運航管理者は、事故当日の運航において、船舶の動静を把握

できないときに事故処理基準に定める必要な措置を取らな

かった。 

安全管理規程  

第 43 条  

事故処理基準 

第７条第２項 

安全統括管理者及び運航管理者は、関係法令その他輸送の安

全を確保するために必要と認められる事項について理解し

やすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を

図っていなかった。 

安全管理規程  

第 49 条 

船員及び運航管理要員に対する安全教育、操練及び訓練等の

概要が記録されていなかった。 

安全管理規程 

第 52 条 

会社は、社長を運航管理者に選任する届出にあたり、社長が運航

管理者の資格要件である「船舶の運航の管理に関し３年以上の実

務の経験を有する者」に該当しないにも関わらず、該当する旨の

虚偽の届出を行っていた。 

海上運送法 

第 50 条第９号 

 

営業所に運送約款を公示していなかった。 

海上運送法第 23 条

において準用する第

10 条 
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令 和 ４ 年 ５ 月 2 3 日 

国土交通省海事局 

北 海 道 運 輸 局 

 

有限会社 知床遊覧船に対する特別監査の結果 

 

１．実施概要 

【監査対象】 

 有限会社 知床遊覧船（以下「会社」という。） 

【監査員】 

 北海道運輸局及び国土交通省本省職員（計５名） 

【監査方法】 ※監査期間：令和４年４月 24 日～５月 23 日 

 ・会社社長、社員、アルバイトからの聴取 

 ・会社営業所立入り 

 ・会社所有船舶立入り 

・同業他社からの聴取 

 

※会社は、前回監査（令和３年６月 24 日～25 日）においても、安全管理規程等の違

反により、以下の指導を受けている。 

 ・運航管理者は常時連絡できる体制を維持し、必要な勤務の体制を確立すること 

 ・全社員に対して安全管理規程に係る安全教育を定期的に行うこと 

 ・運航の可否判断等を運航記録簿に記載すること 

 ・運航管理者への定点連絡を確実に実施すること 等 

 

２．特別監査において確認した主な違反事実 

 前回監査での指導等にも関わらず、会社は再び下記違反を繰り返し、安全管理規程に

より構築されるべき複層的なセーフティネットが失われたことが今回の重大な事故の

発生と被害の拡大の大きな要因となった。 

 

①安全管理体制の欠如 

【運航管理者等の職務及び勤務体制】 

○安全管理規程上、安全統括管理者及び運航管理者に求められる責務は重大である

にも関わらず、安全統括管理者と運航管理者を兼任する会社社長（以下「社長」

という。）は、両ポストに求められる職務を理解せず、法令や安全管理規程への理

解も不十分であり、その遂行を怠っていた。 

○また、運航管理者は、事故当日の運航において、KAZUⅠ（以下「本船」という。）

別紙２ 
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が運航している間、営業所への常駐義務を果たさず、また、運航中は運航管理補

助者も不在という状態であった。さらに、自らが職務をとれない場合に業務を引

き継ぐべき運航管理者代行を置くことも怠った。 

○前回監査においても、運航管理者等について必要な勤務の体制を確立すべきこと

が指導されているにも関わらず今回の事故が発生したことから、会社が安全マネ

ジメントを的確に実施し安全の確保を日常的に行っていく組織風土を持っている

か強い疑問を禁じ得ず、会社の安全管理体制は欠如していたと言える。 

 

【運航管理者の資質】 

○令和３年３月、会社は、社長を運航管理者に選任する届出において、実際には運

航管理の実務の経験がほとんどなかったにも関わらず、海上運送法施行規則にお

ける運航管理者の資格要件である「船舶の運航の管理に関し３年以上の実務の経

験を有する者」に該当する旨の虚偽の届出を行っていた。 

○このように、運航管理者は輸送の安全の確保の要であるにも関わらず、一定の知

識・経験を有する者が運航管理者に選任されていなかったため、輸送の安全確保

の仕組みを著しく形骸化させた。 

 

【安全教育】 

○甲板員及び事務員に対して、法令や安全管理規程をはじめとする輸送の安全の確

保に係る安全教育が実施されていなかった。 

○前回監査においても、全社員に対して安全管理規程に係る安全教育を定期的に行

うことが指導されているにも関わらず、運航に関わる業務を行う職員の経験・教

育の不足が再度露呈し、会社の運航管理が適切に行われていなかった。 

  

②発航基準に対する違反 

○本船船長は、本件事故当日、斜里町において、当日３時９分に海上で６時から 24

時まで風速 15.0m/s 以上とする強風注意報、９時 42 分に海上で９時から 12 時ま

で波高 2.0m、12 時から 15 時まで波高 2.5m とする波浪注意報が発表されており、

発航以前の時点で運航基準に基づく発航を中止すべき条件（風速８m/s 以上、波高

１m以上）に達するおそれがあったことが明らかであるにも関わらず、本船船長は

発航を中止しなかった。 

○また、社長は、運航管理者として自ら気象・海象等を詳細に確認することを怠った

結果、本船船長に対して、運航中に気象・海象が悪化した場合はその時点で引き返

す「条件付き運航」として発航を認め、安全管理規程が運航管理者に求める発航中

止の指示を行わなかった。 

○さらに、本件事故当日、運航管理者及び本船船長は、運航可否判断等の結果を記録

していなかった。 
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〇前回監査においても、運航可否判断等の結果の記録を指導しているにも関わらず、

運航管理者及び本船船長はその記録を怠り、安全な航行を担保するための発航基準

を遵守していなかったことから、事故当日に本船の発航を止められず、両者に求め

られる職務を全く果たしていなかった。 

 

③通信体制の不備 

 ○会社の届け出た運航基準においては、連絡方法として衛星携帯電話、業務用無線設

備、携帯電話が設定されていたにも関わらず、以下の問題が確認された。 

  ・衛星携帯電話 

    昨シーズン末頃から故障して使用できない状態であり、船内に備え置かれず、

グループ会社の事務所に故障した状態で保管されていた。 

  ・業務用無線設備 

    会社は、安全管理規程において「業務用無線設備」を連絡方法の一つとして定

めていたが、会社の無線設備は業務上の使用が認められたものではなく、前回監

査においてもその旨指摘されていたにも関わらず、業務用無線設備を配置しなか

った。 

なお、会社の無線設備は、営業所のアンテナが破損しており、事故当日は使用

できない状況であった。 

  ・携帯電話 

本船の船舶安全法に基づく無線設備は、令和４年４月 20 日の日本小型船舶検

査機構（JCI）の中間検査において、航路全域で通じるとの船長の申告により、衛

星携帯電話から au の携帯電話に変更されているが、au の携帯電話では、実際に

は通信できなかったと推測される。 

なお、社長は、本船船長より au の携帯電話も航路全域で通じるようになった

との説明を受けていたことから、それ以上の確認を行っていなかったとしている。 

また、本船船長には、航路全域で通話可能とされる docomo の業務用携帯電話

も配布されていたが、本船船長は当該携帯電話を事故当日携行しなかったことが

確認された。 

○このように、運航基準で定めた連絡方法に不備があるにも関わらず、運航管理者で

ある社長は本船の発航を認めた。 

 ○前回監査においても、運航管理者が常時連絡できる体制を維持することを指導して

いるにも関わらず、船舶と陸側の連絡方法の確保の重要性を認識せず、運航管理者

として必要な職務を適切に遂行していなかった。 

 

④定点連絡の不履行 

○安全管理規程において、船長は運航中に所定の地点で運航管理者に連絡をするとと

もに、運航管理者は船舶の動静を把握できないときに必要な措置を講ずべきとされ
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ている。 

○しかしながら、事故当日は本船船長から運航管理者への定点連絡が全く行われず、

社長は、運航管理者代行や運航管理補助者を置かないまま事務所を不在にして、本

船の動静の把握を怠った。 

〇前回監査においても、運航管理者への定点連絡を確実に実施することが指導されて

いるにも関わらず、本船船長、運航管理者ともに安全管理規程において両者に求め

られる職務を果たしていなかった。 

 

⑤船体の状況及び本船船長の資質 

○本船の船底に損傷があったとの見解が複数の関係者から得られたが、本船が沈没し

ているため、確認することができなかった。今後、本船の引揚げ等により更なる情

報が得られる可能性がある。 

○本船船長の知見・経験や操船能力といった資質について、当該海域での経験の少な

さを懸念していたという見解が複数の関係者から得られたが、本船船長が行方不明

となっているため、それ以上確認することができなかった。 

 

３．行政処分について 

○会社は、届出をした安全管理規程等に多数違反（別添参照）。 

○現時点では事故の直接的原因は不明であるが、安全管理規程により構築されるべき

複層的なセーフティネットが違反行為により機能せず、輸送の安全確保の仕組みが

破綻し、今回の重大な事故の発生と被害の拡大の大きな要因となった。 

○特に、社長は虚偽の届出により運航管理の要件を満たさず運航管理者となっており、

安全管理体制の要となる運航管理者の実態が存在しない状態となっており、輸送の

安全確保の仕組みを著しく形骸化させた。 

○また、運航管理者等の職務及び勤務体制、運航の可否判断等の記録、定点連絡等、

前回監査で指摘された事項の再犯も確認され、安全管理体制への改善意識が全く見

られなかった。 

○このまま事業を継続させることは再び重大な事故を起こす蓋然性が高いことから、

事業継続を前提とする輸送の安全確保命令（海上運送法第 19 条第２項）によらず、

会社に対して、事業許可の取消（同法第 16 条）を行うことが適当である。 

 

○なお、会社の事業許可取消後における、今回の事故で被害に遭った旅客のご家族へ

の対応について、今回の特別監査においては会社は旅客１人あたり１億円を支払限

度額とする損害賠償責任保険に加入していることを確認しているが、事業許可の取

消後においても、事業者に対して引き続きご家族への真摯な対応を求めていくべき

である。 
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別添 

＜違反事実一覧＞  

○海上運送法   

違反内容 違反条項 

会社は、届出をした安全管理規程によらず事業を実施してい

た。（安全管理規程違反） 

海上運送法 

第 50 条第６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

※安全管理規程違反の内容 

社長が、船舶の輸送の安全確保のための主体的関与を行

わず、安全方針や安全重点施策の見直しや周知も含め、

安全マネジメント態勢が適切に運営されていなかった。 

安全管理規程  

第４条～第７条 

会社は、社長が運航管理者の資格要件である「船舶の運

航の管理に関し３年以上の実務の経験を有する者」に該

当しないにも関わらず、社長を運航管理者に選任した。 

安全管理規程 

第 10 条 

運航管理者は、運航管理者不在中の運航管理者代行を指

名していなかった。 

安全管理規程  

第 13 条 

運航管理者は、事故当日の運航において、運航中に営業

所への常駐義務を果たさず、運航管理補助者も不在とい

う状態であった。 

安全管理規程  

第 15 条第１項 

運航管理補助者は、事故当日の運航において、船舶の運

航中、営業所に不在であった。 

安全管理規程  

第 16 条  

安全統括管理者は、安全マネジメント態勢に必要な手順

及び方法の確立・維持等に係る職務を果たしていなかっ

た。 

安全管理規程  

第 17 条 

運航管理者は、安全管理規程の遵守の確実な実施に必要

な職務を果たしていなかった。 

(選任されていた運航管理者は、運航管理の実務の経験が

ほとんどなく、一定の知識・経験を要する運航管理者と

しての職務を適切に遂行していなかった。) 

（運航基準で定めた連絡方法に不備があるにも関わら

ず、運航管理者は本船の発航を認めた。） 

安全管理規程  

第 18 条 

 

 

 

運航基準 

第 12 条 

船長は、事故当日の運航において、気象・海象が一定の

条件に達するおそれがあると認める状況であるにも関わ

らず、運航中止の措置を執らなかった。 

（船長は、発航前に航行中に遭遇する気象・海象が風速

８m以上、波高１m以上に達するおそれがあるにも関わら

ず、発航を中止しなかった。） 

 

安全管理規程  

第 24 条 

 

運航基準  

第２条第２項 
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運航管理者は、事故当日の運航において、運航基準によ

り運航中止を判断すべきであったにも関わらず、中止の

判断を怠り、その指示をしていなかった。 

安全管理規程  

第 18 条、第 25 条 

運航基準 

第２条、第３条 

事故当日の運航において、運航管理者及び船長が行うべ

き運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等が

記録されていなかった。 

安全管理規程  

第 28 条 

運航基準 

第４条の２ 

運航管理者は、事故当日の運航において、気象・海象に

関する情報等運航に必要な情報を船長に連絡していなか

った。 

安全管理規程  

第 29 条 

船長は、事故当日の運航において、運航基準に定められ

た地点に達したこと等の連絡を行っていなかった。 

（船長は、運航管理者あてに基準航路上の地点通過時の

連絡を行っていなかった。） 

安全管理規程  

第 30 条 

運航基準  

第 10 条 

運航管理者は、船舶の検査結果を確認していなかった。 
安全管理規程  

第 38 条 

運航管理者は、事故当日の運航において、陸上施設点検

簿に陸上施設の点検結果を記録していなかった。 

安全管理規程  

第 40 条 

運航管理者は、事故当日の運航において、船舶の動静を

把握できないときに事故処理基準に定める必要な措置を

取らなかった。 

安全管理規程  

第 43 条  

事故処理基準 

第７条第２項 

安全統括管理者及び運航管理者は、関係法令その他輸送

の安全を確保するために必要と認められる事項について

理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その

周知徹底を図っていなかった。 

安全管理規程  

第 49 条 

船員及び運航管理要員に対する安全教育、操練及び訓練

等の概要が記録されていなかった。 

安全管理規程 

第 52 条 

会社は、社長を運航管理者に選任する届出にあたり、社長が運

航管理者の資格要件である「船舶の運航の管理に関し３年以上

の実務の経験を有する者」に該当しないにも関わらず、該当す

る旨の虚偽の届出を行っていた。 

海上運送法 

第 50 条第９号 

 

営業所に運送約款を公示していなかった。 

海上運送法第 23 条

において準用する

第 10 条 
 



  

 

 
 

令和４年６月１６日 

有限会社知床遊覧船 

  代表取締役 桂田 精一 殿 

 

国土交通省北海道運輸局長 岩城 宏幸 

 
 

本年４月２３日に発生した貴社の旅客船「KAZU Ⅰ」沈没事故により、

乗員及び乗客２６名が巻き込まれる重大な結果となった。当該事故を受

け、国土交通省において実施した特別監査の結果、貴社が海上運送法の違

反事項を多数重ねていたことを確認し、このたび、貴社の旅客不定期航路

事業の許可の取消処分を行ったところである。 

当該事実を重く受け止め、引き続き、行方不明者の捜索に対する協力を

行うとともに、乗客のご家族に対する損害賠償について、真摯な対応を行

うよう求める。 

 

別紙３ 


